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金融商品取引法のポイント

2007年 9月に施行される金融商品取引法は、

投資家保護ルールの徹底という観点から、こ

れまで証券取引法や金融先物取引法など、金

融商品によって別々の法体系で定められてい

た販売や勧誘ルールを横断的に整備すること

で、利用者保護と利用者の利便性向上、およ

び金融・資本市場の国際化への対応を図るこ

とを目的としている。

金融商品取引法は現行の証券取引法を元に

改正され、法律の内容は大きく「横断的法制

の構築」「開示制度の充実」「取引所の自主規

制業務の適正な運営の確保」「不公正取引など

への厳正な対応」の 4つに分けられる。

横断的法制の構築

「横断的法制の構築」として、「業者が遵守

すべき行為規制の横断化」があげられる。行

為規制の具体的なものとして、投資家保護の

観点から、「広告規制の強化」、「契約締結前に

商品内容・リスクを詳細に説明した書面交付

の義務付け」、「説明義務の形骸化を避け、説

明義務の実質化を図る観点から販売勧誘の禁

止行為の追加」があげられる。

「販売勧誘の禁止行為の追加」では、「顧客

の知識、経験、財産の状況および契約締結の

目的に照らして、リスク情報等について顧客

に理解されるために必要な方法及び程度によ

る説明をしないこと」を禁止している。投資

家のレベルに合わせ十分な説明が求められる

とともに、投資家のニーズ、リスク許容度、

商品を購入する目的に照らし合わせた商品を

販売する「適合性の原則」の徹底が求められ

るという点で、販売員の一層のスキルアップ

が必須となる。

適合性の原則の徹底には、金融商品に共通

の顧客情報を管理し、その顧客情報に基づき

適切な（販売可能な）商品を選択するととも

に、その商品に特有のチェックを行う必要が

ある。この一連の流れをシステム化できれば、

販売員のスキルによりばらつきが出やすい適

合性チェックを含めたコンプライアンス（法

令順守）のレベルを均一化することが可能と

なろう。

その他のポイントとして、契約締結時の書

面交付義務に関連して取引報告書、取引残高

報告書の記載要件が見直されており、パブリ

ックコメントに対する当局の回答内容を確認

した上で対応を検討する必要がある。

金融商品取引法の施行と投信窓販
システムの対応

金融商品取引法の具体的内容となる政令・内閣府令案が2007年4月に公表され、9月の法施

行まで準備期間が短いなかで、金融機関は業務フローの見直しやシステム改定などの対応を迫

られている。本稿では、金融商品取引法のポイントと、投信窓販システムに必要となるシステ

ム対応について、野村総合研究所（以下、NRI）の「BESTWAY」の事例を含め解説する。
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また、「横断的法制の構築」として「柔軟

化」（一律規制から差異ある規制へ）がある。

業務の内容や対象顧客（プロかアマか）に応

じて、行為規制の適用の柔軟化が図られてい

る。プロに対しては、広告等規制、契約締結

前書面交付義務や適合性原則など、情報格差

の是正を目的とする行為規制の適用は対象外

としている。これにより、ホールセール取引

の活性化とリテール取引における利用者保護

の徹底の両立が図られている。

金融機関は、政令・内閣府令案が公表され

た 4月から法施行の 9月までという、非常に

短い準備期間のなかで、当局のパブリックコ

メントに対する回答を踏まえたうえで、上記

のような業務フローの見直し、システム改定

などの対応が必要となっているのである（図

1参照）。

「BESTWAY」におけるシステム改定

NRIの金融機関向けの投信窓販システム

「BESTWAYファミリー」では、投信販売支

援システム「BESTWAY/FS」で、投信の顧

客情報と商品特性を元に取引適合性チェック

や短期売買チェックなどを行うフロントコン

プライアンス機能を実装している。

「BESTWAY/FS」は現在、投信のみを対象

としているが、金融商品取引法に対応するた

め、商品横断的な顧客情報の管理や取引適合

性チェックなどの機能の提供を検討している。

第一段階の対応として、現在の投信の顧客情

報を金融商品横断の顧客情報として利用でき

るよう顧客情報項目を充実させるとともに、

選択した商品が販売目的に対して適切である

かをチェックするなどの適合性チェック機能

を強化する予定である（http://www.nri.co.jp/

news/2007/070731.html）。

また、投信口座管理システム「BESTWAY/

AM」では標準機能として帳票オーバーレイ

と帳票データを提供しているが、当局のパブ

リックコメントに対する回答内容を踏まえ、

法定帳票に対する対応を予定している。

変化に対応し続けるシステムを目指して

「BESTWAYファミリー」では、1998年に

銀行などでの投信窓販が解禁されて以降、毎

年のように行われてきた法改正に際して、つ

ねに業界の動向を注視し、法改正への事前の

リサーチを踏まえたシステム対応を行ってき

た。今後も、変化の先を見据えたシステム対

応を図ることで、金融機関の投信ビジネスに

関わる全体のコストを少しでも削減できるよ

うに貢献していきたいと考えている。 ■
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